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(1) 法学部法律学科

(1) 法学部法律学科(1) 法学部法律学科

(1) 法学部法律学科

◆高等学校教諭一種（公民）

◆高等学校教諭一種（公民）◆高等学校教諭一種（公民）

◆高等学校教諭一種（公民）

必修 選択

「法律学(国際法を 憲法Ⅰ 1 2

含む。）政治学（国 憲法Ⅱ 1 2

際政治を含む。）」 民法総則Ⅰ 1 2

民法総則Ⅱ 2 2

○ 国際法 3 2

行政法総論 3 2

行政救済法 3 2

刑法総論 2 2

労働法Ⅰ 3 2

労働法Ⅱ 3 2

地方自治法 3 2

政治学原論Ⅰ 2 2

政治学原論Ⅱ 2 2

〇 国際政治学Ⅰ 3 2

〇 国際政治学Ⅱ 3 2

「社会学、経済学 ○ ミクロ経済学 1 2

（国際経済を含む。）」

〇 国際経済学入門 2 2

国際社会学 2 2

財政学入門 2 2

財政学 3 2

地域と金融 2 2

国際金融論 3 2

哲学思想（教） 2 2

「哲学、倫理学、宗

選択必修

免 許 法 施 行 規 則 に

定 め る 科 目 区 分

本学開設授業科目

授 業 を

行う年次

単位数

備考

哲学思想（教） 2 2

倫理思想（教） 2 2

① ○印は教職課程においての必修科目。

② （教）と表示している科目は、卒業に必要な単位としては認定されない。

③ 教科に関する科目の最低取得単位数を超えて修得した単位は、第2条第3項を参照のこと。

「哲学、倫理学、宗

教学、心理学」

選択必修

最低修得単位数 20



(2) 現代ビジネス学部地域経済学科

(2) 現代ビジネス学部地域経済学科(2) 現代ビジネス学部地域経済学科

(2) 現代ビジネス学部地域経済学科

◆高等学校教諭一種（公民）

◆高等学校教諭一種（公民）◆高等学校教諭一種（公民）

◆高等学校教諭一種（公民）

必修 選択

「法律学(国際法を ビジネスと法律 2 2

含む。）政治学（国 憲法Ⅰ 1 2

際政治を含む。）」 憲法Ⅱ 2 2

民法総則 1 2

〇 法学概論 1 2

〇 国際法 3 2

国際政治学Ⅰ 3 2

国際政治学Ⅱ 3 2

「社会学、経済学 ○ ミクロ経済学 1 2

（国際経済を含む。）」

マネジメント入門 1 2

経営学 2 2

○ マクロ経済学 2 2  

地域経済論入門 2 2

地域経済論 3 2

国際経済学入門 2 2

国際経済学 2 2

〇 国際社会学 2 2

経済政策論 2 2

地域と金融 2 2

財政学入門 2 2

財政学 3 2

労働経済学入門 2 2

労働経済学 3 2

企業論入門 2 2

企業論 3 2

選択必修

選択必修

免 許 法 施 行 規 則 に

定 め る 科 目 区 分

本学開設授業科目

授 業 を

行う年次

単位数

備考

企業論 3 2

○ 社会保障論 2 2  

国際金融論 2 2

経済史 2 2

環境経済論 2 2

国際物流論 2 2

地域政策論 2 2

都市経営論 2 2

地域コミュニティ論 3 2

哲学思想（教） 2 2

倫理思想（教） 2 2

最低修得単位数

① ○印は教職課程においての必修科目。

② （教）と表示している科目は、卒業に必要な単位としては認定されない。

③ 教科に関する科目の最低取得単位数を超えて修得した単位は、第2条第3項を参照のこと。

「哲学、倫理学、

　宗教学、心理学」

選択必修

20



(3) 現代ビジネス学部国際社会学科

(3) 現代ビジネス学部国際社会学科(3) 現代ビジネス学部国際社会学科

(3) 現代ビジネス学部国際社会学科

◆中学校教諭一種（英語）

◆中学校教諭一種（英語）◆中学校教諭一種（英語）

◆中学校教諭一種（英語）

◆高等学校教諭一種（英語）

◆高等学校教諭一種（英語）◆高等学校教諭一種（英語）

◆高等学校教諭一種（英語）

必修 選択

英語学 ○ 英語学概論 2 2

○ 英語音声学Ⅰ 2 2

英語音声学Ⅱ 2 2

○ 英文法論 2 2

英米文学 ○ アメリカ文学 2 2

○ イギリス文学 2 2

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ PC English Training Ⅰ 1 2

PC English Training Ⅱ 1 2

PC TOEIC Training Ⅰ 2 2

PC TOEIC Training Ⅱ 2 2

Advanced TOEIC Ⅰ 2 2

Advanced TOEIC Ⅱ 2 2

○ Communicative English Ⅰ 2 2

Communicative English Ⅱ 2 2

Reading Ⅰ 2 1

Reading Ⅱ 2 1

Writing Ⅰ 2 1

Writing Ⅱ 2 1

Advanced Reading 3 2

Advanced Writing 3 2

○ Speech & Discussion 3 2

異文化理解 ○ 異文化コミュニケーション論 3 2

最低修得単位数 20

免 許 法 施 行 規 則 に

定 め る 科 目 区 分

本学開設授業科目

授 業 を

行う年次

単位数

備考

① ○印は教職課程においての必修科目。

② 教科に関する科目の最低取得単位数を超えて修得した単位は、第2条第3項を参照のこと。

最低修得単位数 20


